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仲間の団結で営業を守ろう 

   



新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、保有する償却資産及び事業用家屋

の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、令和�年度課税分に限り、課税標準が軽減されます。 

対象者 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等 

 ؼ中小企業者等پ 

 資本金の額または出資金の額が�億円以下の法人 

 資本または出資を有しない法人の場合、従業員�����人以下の法人 

 常時使用する従業員の数が�����人以下の個人ただし、大企業の子会社等（以下のいずれかの要件に該当する

 企業）は対象外となります。等々 

軽減対象 

 償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税 

 事業用家屋に対する都市計画税 

 （事業用家屋ؼ法人税または所得税において損金または必要な経費に算入される家屋） 

軽減率 

 令和�年�月から同年��月までの任意の連続する�か月間の事業収入が前年同期比で、 

 ��％以上��％未満減少した場合ؼ�分の� 

 ��％以上減少した場合ؼ全額 

認定申請 

 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の事務経験を持つ中小企業等強化法に規定するپ

認定経営革新等支援機関（税理士、公認会計士、金融機関、商工会など）の認定が必要です 

認定経営革新等支援機関等の一覧については、認定経営革新等支援機関のホームページ＜外部リンク＞から 

 

持続化給付金・家賃支援給付金該当者は全て対象です 

〆切は�月�日です。対策は早めに 

 

生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得した償却資産について、固定資

産税の特例を�年度間受けることができます。 �詳しくは、事務局まで� 


